
消防設備点検資格者等
に係る講習の受講期限

の改正 

平成２３年１０月 



改正の背景 

 消防設備士、消防設備点検資格者などの各種講習の
受講期限は、「免状の交付を受けた日又は直近の講習
を受けた日から（２～）５年以内（※資格等によって
異なる。）と定められている。 

 しかし、講習の開催が年１回程度の地域においては、
免状の交付を受けた日又は直近の講習を受けた日に
よっては、事実上講習期限の１年以上前の時点で受講
又は遠隔地の講習会場での受講を余儀なくされている。 

 

 

 そこで、講習受講者の負担軽減の観点から、講習の
受講期限を見直すため、消防法施行規則、危険物の規
制に関する規則及び関係する消防庁告示が改正された。 



告示 

「甲種防火管理再講習について定める件等の
一部を改正する件」（平成２３年消防庁告
示第８号） 

 

公布日 平成２３年６月１７日 

    
※「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部
を改正する省令等の公布について」（平成２３年６月１７
日付け消防予第２３１号・消防危第１２２号）において、
他の改正事項と併せて通知 



改正内容① 

 消防設備士、危険物取扱者（危険物の取扱業務
に従事する者に限る。）、甲種防火管理講習既修
者（一定の建築物等に係る防火管理者に限る。）、
消防設備点検資格者講習既修者、防火対象物点検
資格者講習既修者、自衛消防業務講習既修者、防
災管理講習既修者又は防災管理点検資格者講習既
修者が受けることとされている各種講習の受講期
限を年度単位に改める。 

 

施行日 平成２４年４月１日 



改正内容② 

講 習 現 在 

消防設備士  

①「免状の交付を受けた
日から２年以内」 

②「講習を受けた日から
５年以内」 
 

危険物取扱者 

（危険物の取
扱業務に従事
する者に限
る。） 

①危険物の取扱い業務に
従事することとなった日
前２年以内に免状の交付
を受けている場合又は講
習を受けている場合にお
いて、「免状の交付を受
けた日又は講習を受けた
日から３年以内」 

②「講習を受けた日から
３年以内」 

変更後 

①「免状の交付を受けた日以後
における最初の４月１日から２
年以内」 

②「講習を受けた日以後におけ
る最初の４月１日から５年以
内」 

 
 

①「免状の交付を受けた日又は
講習を受けた日以後における最
初の４月１日から３年以内」 

②「講習を受けた日以後におけ
る最初の４月１日から３年以
内」 
 
 



改正内容③ 

講 習 現 在 

甲種防火管理講習
既修者（一定の建
築物等に係る防火
管理者である者に
限る。）又は防災
管理講習既修者 

「最後に講習の課
程を修了した日か
ら５年以内」 

消防設備点検資格
者講習既修者、防
火対象物点検資格
者講習既修者又は
防災管理点検資格
者講習既修者 

「免状の交付を受
けた日から５年以
内」 

自衛消防業務講習 「講習の課程を修
了した日から５年
以内」 

変更後 

 

「最後に講習の課程を修了した
日以後における最初の４月１日
から５年以内」 
 
 

 

「免状の交付を受けた日以後に
おける最初の４月１日から５年
以内」 
 
 

「講習の課程を修了した日以後
における最初の４月１日から５
年以内」 



改正内容④ 

経過措置 

 施行日までに講習を受講しなければならない者に
ついては、受講するまでの間に限り、改正前の規定
を適用することとされている。 

 なお、公布後施行日までの間において免状の交付
又は受講等した者についても、施行日をもって、改
正後の規定が適用されることから、免状の交付又は
受講等した日以後における最初の４月１日（平成２
４年４月１日）から（２～）５年以内に受講すれば
よいこととなる。 
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【例】消防設備士：Ａ県の場合（講習は年１回の５月実施） 


